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次年度の協議会スケジュール（案）

次年度は、本協議会を半期に１回開催し、国土交通省、元請事業者等、適性診断実施機関の取組状況を
フォローアップすることを検討。

令和7年3月末までに貨物軽自動車運送事業の経営届出を行った者の、初任運転者等への指導及び適性診断の受診の期限

令和7年3月末までに貨物軽自動車運送事業の経営届出を行った者の、貨物軽自動車安全管理者の選任期限

貨物軽自動車運送事業における新たな安全対策の施行※
※令和7年3月末までに貨物軽自動車運送事業の経営届出を行った者には一部の対策について猶予期間あり

改正法令の公布

令和9年3月

令和10年3月

令和7年4月

令和6年5月
～

令和6年10月

今後の開催スケジュール

★本日
半期に１回（来年度に2回）、国土交通省、元請事業者等、適性診断実施機関の取組状況をフォローアップを行うことを検討
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本協議会でフォローアップすることを検討している項目

各者に取組を依頼させていただく事項のうち、主に以下の赤字部分についてフォローアップすることを検討。

適切かつ確実な
安全対策の実施

元請事業者等
（大手荷主含む）

適性診断
実施機関

国土交通省

• 元請事業者等への適性診断の内容説明
• 適性診断の受診ハードルの解消に向けた検討・
議論

• 非対面方式の適性診断の推進、遠隔カウンセリ
ングの推進

• 委託事業者分の適性診断を契約いただくことの
検討

• 適性診断の実施機関となることの検討
• 委託事業者に対して、安全対策を再度周知いた
だくこと

• 既存の貨物軽自動車運送事業者への安全対
策の再周知（個別の貨物軽自動車運送事業
者に対するハガキの再送付等）

• 運輸支局出頭時（貨物軽自動車運送事業経
営届出又は貨物軽自動車安全管理者選任届
出）における適性診断受診の案内

• 貨物軽自動車運送事業者への効率的な監査
手法の検討

フォローアップすることを検討している項目（赤字部分）


